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市
・
都
民
税
、
所
得
税
の
申
告
準
備
は
お
早
め
に

　
２
月
か
ら
市
・
都
民
税
、
所
得
税

の
申
告
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

　
期
間
・
会
場
な
ど
は
、「
広
報
あ
き

し
ま
」２
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
相
談

（
無
料
／
事
前
に
要
申
込
）

　

所
得
税
・
消
費
税
な
ど
の
申
告

（
譲
渡
・
贈
与
・
相
続
関
係
を
除
く
）

や
、
所
得
税
申
告
書
の
書
き
方
に
つ

い
て
相
談
で
き
ま
す
。
会
場
で
作
成

し
た
申
告
書
は
当
日
提
出
で
き
ま
す

の
で
、
作
成
に
必
要
な
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
申
告
書
の
提
出
の
み
の

場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
直
接
、
立
川
税
務
署
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
期
日　

２
月
６
日（
火
）・
７
日

（
水
）の
午
前
９
時
15
分
〜
11
時
30

分
、
午
後
１
時
〜
３
時
45
分

◇
場
所　
市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

◇
対
象

＊
年
金
受
給
者
で
、
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
400
万
円
を
超
え
る

方
、
公
的
年
金
の
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

＊
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
を
し

て
い
な
い
方　
な
ど

※
高
額
所
得
者
や
相
談
内
容
が
複
雑

な
方
は
、税
務
署
の
作
成
会
場
を
ご

利
用
い
た
だ
く
か
、
各
自
で
税
理

士
に
相
談（
有
料
）し
て
く
だ
さ
い
。

◇
持
ち
物　
源
泉
徴
収
票
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
国
民
年
金
保
険

料
・
寄
附
金
な
ど
の
支
払
い
を
証

明
す
る
書
類
、
生
命
保
険
料
控
除

証
明
書
な
ど

※
還
付
申
告
の
場
合
は
、
還
付
金
の

振
り
込
み
先
の
口
座
が
分
か
る
も

の
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◇
申
し
込
み　
１
月
10
日
か
ら
無
料

申
告
相
談
事
前
申
し
込
み
専
用
電

話
☎
03-

６
７
４
５-

６
３
５
２
、

ま
た
は
、
専
用
サ
イ
ト
で

※
当
日
分
の
入
場
整
理
券
を
午
前

９
時
15
分
か
ら
市
役
所
１
階
市
民

ホ
ー
ル
で
配
布
し
ま
す（
な
く
な

り
次
第
終
了
）。

申
告
書
の
作
成
・
提
出
会
場

　
所
得
税（
復
興
特
別
所
得
税
）・
贈

与
税
・
個
人
消
費
税
の
申
告
書
を
作

成
・
提
出
で
き
ま
す
。
公
共
交
通
機

関
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◇
期
日　
２
月
16
日（
金
）〜
３
月
15

日（
金
）の
平
日
、
２
月
25
日（
日
）

◇
時
間

＊
相
談
＝
午
前
９
時
〜
午
後
５
時 

（
受
け
付
け
は
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
４
時
）

＊
申
告
書
の
提
出
＝
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時

※
入
場
整
理
券
を
事
前
に
国
税
庁
公

式
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
で
発
行

す
る
ほ
か
、
当
日
分
を
立
川
地
方

合
同
庁
舎
１
階
で
配
布
し
ま
す
。

※
入
場
整
理
券
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

※
混
雑
時
は
、
早
め
に
受
け
付
け
を

終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
場
所　
立
川
地
方
合
同
庁
舎

◇
持
ち
物　

＊
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類

＊
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

＊
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン（
お
持
ち
の
方

の
み
）

所
得
税
の
還
付
に
つ
い
て

　
給
与
所
得
な
ど
の
あ
る
方
で
、
令

和
５
年
中
に
次
の
よ
う
な
理
由
で
源

泉
徴
収
税
額
が
過
納
と
な
っ
て
い
る

場
合
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
借
り
入
れ
て

住
宅
を
取
得
し
た

＊
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

＊
寄
附
金
・
義
援
金
を
支
払
っ
た

＊
年
の
途
中
で
退
職
し
た

＊
令
和
５
年
分
の
所
得
が
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
の
み
で
、
源
泉

徴
収
さ
れ
て
い
る　
な
ど

◎ 

ふ
る
さ
と
納
税
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
を
申
請
し
た
方
へ

　
医
療
費
控
除
な
ど
の
た
め
に
確
定

申
告
を
行
う
場
合
や
６
団
体
以
上
に

寄
附
し
た
場
合
は
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
通

常
の
寄
附
金
控
除
と
同
様
に
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
の
提
出
は
こ
ち
ら
へ

◇
宛
先　
〒
190-

８
５
６
５　
立
川

地
方
合
同
庁
舎
立
川
税
務
署

※
申
告
書
の｢

控｣

が
必
要
な
方
は
、

宛
先
を
記
入
し
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ

い
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
告
書
の
作
成

を
　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
画

面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
る
と
、

自
動
計
算
に
よ
り
、
申
告
書
な
ど
を

作
成
で
き
ま
す
。作
成
後
は
、オ
ン
ラ

イ
ン
で
送
信
す
る
か
、

印
刷
し
て
税
務
署
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
は
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や
電

話
で

　
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や
電
話
で
も
相

談
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊ 

国
税
庁
税
務
相
談

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

＊ 

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０-

00-

５
９
０
１

＊ 

ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

-

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ

ル
プ
デ
ス
ク
☎
０
５
７
０-

01-

５
９
０
１

☆
詳
し
く
は
、
立
川
税
務
署
☎
042- 

523-

１
１
８
１
へ
。

国
税
庁
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
▼

申
し
込
み
専
用
サ
イ
ト
▼

国民年金のお知らせ国民年金のお知らせ
◎20歳になったら国民年金に加入
　国民年金は、病気またはけがで障害が残ったときや
老後など、収入が得られにくい時期の生活を公的に支
援する制度です。
　国内に住所がある20～ 59歳の方は加入が義務付け
られており、20歳になると、日本年金機構から「基礎
年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」が送付さ
れます（厚生年金や共済組合の加入者とその配偶者を
除く）。
　令和５年度の保険料は月額１万6520円です。納め忘
れがあると将来の受給額が減額されますので注意して
ください。
　経済的な理由で保険料の納付が困難な方には、納付
が免除（全部または一部）・猶予される制度があります。
また、学生で納付できない方には、納付が猶予される
学生納付特例制度があります。希望する方は、市役所
年金係または東部出張所で申請してください（いずれ
も所得制限あり）。
☆詳しくは、年金係へ。
◎障害のある方には
　20歳になる前の病気やけがが原因で、20歳に達した
ときに一定程度の障害のある方は、請求により障害基

礎年金が受けられます。
　なお、本人に所得があるときは、その金額に応じて
支給が制限される場合があります。
☆詳しくは、年金係へ。
◎老齢年金を受けている方に源泉徴収票を送付
　日本年金機構から、令和５年中の年金の支払総額や
源泉徴収税額などを記載した「公的年金等の源泉徴収
票」が１月下旬に送付されます。所得税や市・都民税
の申告をする際に必要ですので、大切に保管してくだ
さい。
　なお、障害年金や遺族年金などは課税対象ではない
ため、源泉徴収票は送付されません。
☆詳しくは、ねんきんダイヤル☎0570-05-1165、また
は、立川年金事務所☎042-523-0352へ。
◎国民年金保険料案内業務の民間委託
　日本年金機構では、保険料を納め忘れている方への
電話・文書による納付案内の業務について、次の民間
事業者に委託しています。
◇ 事業者　株式会社バックスグループ☎0800-808-
7000
☆詳しくは、立川年金事務所☎042-523-0352へ。

産前産後期間の国民健康保険税を免除産前産後期間の国民健康保険税を免除 １月から１月から

　国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日
が令和５年11月１日以降の方を対象に、国民健康保険
税を免除します。この場合の出産とは、早産・死産・
流産を含む妊娠85日（４か月）以上での出産をいいま
す。
　申請方法など詳しくは、問い合わせるか、市ホーム

ページをご覧ください。
◇ 免除期間　出産予定月または出産した月の前月から
４か月間（多胎は３か月前から６か月間）
※ ６年１月分以降の国民健康保険税が免
除対象です。
☆詳しくは、保険係へ。

市・都民税、所得税市・都民税、所得税　　税制改正のお知らせ税制改正のお知らせ

◎�森林環境税の創設
　森林整備などに必要な地方財政を安定的に確保する
ため、令和６年度から、市・都民税の均等割と併せて
国税として１人年額1000円が課税されます。
　なお、平成26年度から課税されていた復興特別税が
５年度で終了となるため、徴収される税額の合計に変
更はありません。
◎�国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
　30～ 69歳の国外居住親族が次のいずれにも該当し
ない場合は、扶養控除等と住民税の非課税限度額につ
いて、適用の対象外となります。

＊ 留学により非居住者になった
＊ 障害がある
＊ 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年にお
ける生活費または教育費のための支払いを38万円以
上受けている
◎�上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
　特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
について、所得税と市・都民税とで異なる課税方式を
選択できましたが、６年度からは課税方式を一致させ
ることになります。
☆詳しくは、市民税係へ。


